
新
旧
対
照
表
目
次

本
則

一

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

二

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

584

三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

814

四

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

904

五

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
（
第
五
条
関
係
）

994

六

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
（
第
六
条
関
係
）

245

七

特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
年
法
律
第
百
五
号
）
（
第
七
条
関
係
）

275

附
則
関
係

○

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
（
附
則
第
四
十
四
条
関
係
）

435

○

鉄
道
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
（
附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

455

○

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
附
則
第
四
十
六
条
関
係
）

465

○

信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
（
附
則
第
四
十
七
条
関
係
）

475

○

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
昭
和
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
（
附
則
第
四
十
八
条
関
係
）

485

○

陸
上
交
通
事
業
調
整
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
附
則
第
四
十
九
条
関
係
）

495

○

有
限
会
社
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
附
則
第
五
十
条
関
係
）

505

○

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
附
則
第
五
十
二
条
関
係
）

525

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
五
十
三
条
関
係
）

625

○

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
附
則
第
五
十
四
条
関
係
）

645

○

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
（
附
則
第
五
十
五
条
関
係
）

665

○

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
附
則
第
五
十
六
条
関
係
）

715

○

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
（
附
則
第
五
十
七
条
関
係
）

725



○

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
（
附
則
第
五
十
八
条
関
係
）

745

○

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
附
則
第
五
十
九
条
関
係
）

765

○

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
（
附
則
第
六
十
条
関
係
）

785

○

貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
六
十
一
条
関
係
）

795

○

相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
附
則
第
六
十
二
条
関
係
）

805

○

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
六
十
三
条
関
係
）

815

○

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
附
則
第
六
十
四
条
関
係
）

825

○

船
主
相
互
保
険
組
合
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
附
則
第
六
十
五
条
関
係
）

865

○

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
附
則
第
六
十
六
条
関
係
）

875

○

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
附
則
第
六
十
七
条
関
係
）

905

○

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
（
附
則
第
六
十
八
条
関
係
）

915

○

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
（
附
則
第
六
十
九
条
関
係
）

925

○

日
刊
新
聞
紙
の
発
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
及
び
有
限
会
社
の
株
式
及
び
持
分
の
譲
渡
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
二
号
）

（
附
則
第
七
十
条
関
係
）

935

○

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
七
十
一
条
関
係
）

945

○

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
附
則
第
七
十
二
条
関
係
）

965

○

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
（
附
則
第
七
十
三
条
関
係
）

975

○

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
附
則
第
七
十
四
条
関
係
）

006

○

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
附
則
第
七
十
五
条
関
係
）

016

○

中
小
企
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
七
十
六
条
関
係
）

026

○

信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
（
附
則
第
七
十
七
条
関
係
）

036

○

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
（
附
則
第
七
十
八
条
関
係
）

046

○

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
附
則
第
七
十
九
条
関
係
）

066

○

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
附
則
第
八
十
条
関
係
）

076



○

国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
附
則
第
八
十
一
条
関
係
）

216

○

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
附
則
第
八
十
三
条
関
係
）

246

○

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
（
附
則
第
八
十
四
条
関
係
）

256

○

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
附
則
第
八
十
五
条
関
係
）

266

○

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
（
附
則
第
八
十
七
条
関
係
）

326

○

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
附
則
第
八
十
八
条
関
係
）

336

○

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
附
則
第
八
十
九
条
関
係
）

376

○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
附
則
第
九
十
条
関
係
）

396

○

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
附
則
第
九
十
一
条
関
係
）

406

○

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
附
則
第
九
十
二
条
関
係
）

416

○

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
（
附
則
第
九
十
三
条
関
係
）

426

○

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
附
則
第
九
十
四
条
関
係
）

436

○

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
（
附
則
第
九
十
五
条
関
係
）

456

○

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
（
附
則
第
九
十
六
条
関
係
）

466

○

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
（
附
則
第
九
十
七
条
関
係
）

476

○

東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
附
則
第
九
十
八
条
関
係
）

486

○

有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
附
則
第
九
十
九
条
関
係
）

496

○

民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
附
則
第
百
条
関
係
）

516

○

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
附
則
第
百
一
条
関
係
）

526

○

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
国
債
等
の
募
集
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
（
附
則
第
百
二
条
関
係
）

536

○

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
附
則
第
百
三
条
関
係
）

546

○

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
百
四
条
関
係
）

566

○

民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
附
則
第
百
五
条
関
係
）

586

○

前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
附
則
第
百
六
条
関
係
）

596



○

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
百
七
条
関
係
）

606

○

電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
（
附
則
第
百
八
条
関
係
）

616

○

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
百
九
条
関
係
）

626

○

中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
附
則
第
百
十
条
関
係
）

636

○

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
（
附
則
第
百
十
一
条
関
係
）

646

○

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
附
則
第
百
十
二
条
関
係
）

666

○

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
百
十
三
条
関
係
）

736

○

中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
（
附
則
第
百
十
四
条
関
係
）

746

○

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
附
則
第
百
十
五
条
関
係
）

756

○

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
附
則
第
百
十
六
条
関
係
）

766

○

金
融
庁
設
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
号
）
（
附
則
第
百
十
七
条
関
係
）

776

○

新
事
業
創
出
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
百
十
八
条
関
係
）

786

○

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
附
則
第
百
十
九
条
関
係
）

796

○

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
仮
名
に
よ
る
株
取
引
等
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
附
則
第
百
二
十
条
関
係
）

806

○

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
附
則
第
百
二
十
一
条
関
係
）

816

○

自
衛
隊
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
号
）
（
附
則
第
百
二
十
二
条
関
係
）

826

○

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
附
則
第
百
二
十
三
条
関
係
）

836

○

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
（
附
則
第
百
二
十
五
条
関
係
）

866

○

農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
附
則
第
百
二
十
六
条
関
係
）

876

○

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
（
附
則
第
百
二
十
七
条
関
係
）

896

○

証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
附
則
第
百
二
十
八
条
関
係
）

916

○

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
（
附
則
第
百
二
十
九
条
関
係
）

936

○

電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
附
則
第
百
三
十
条
関
係
）

976



○

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
附
則
第
百
三
十
一
条
関
係
）

986

○

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
百
三
十
二
条
関
係
）

996

○

高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
百
三
十
三
条
関
係
）

017


